
１　歳入

（単位：千円）

 

２　歳出

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費のうち、主なもの （単位：千円）

国（県）
支出金

市債 その他
引上げ分の
地方消費税

その他

障害者福祉事業 1,080,032 793,269 72,495 214,268

高齢者福祉事業 176,838 5,098 27,100 4,371 15,867 124,402

児童手当給付事業 729,010 176,875 552,135

公立保育園運営事業 154,839 14,835 19,050 120,954

私立保育園運営事業 1,471,188 933,108 65,673 39,850 432,557

生活保護扶助費 236,180 178,285 1,000 10,117 46,778

教育振興事業 54,658 3,398 4,550 46,710

小　計 3,902,745 1,913,158 27,100 85,879 338,804 1,537,804

国民健康保険特別会計繰出金 598,400 138,750 98,261 361,389

介護保険特別会計繰出金 772,547 40,125 48,707 683,715

後期高齢者医療特別会計繰出金 170,932 121,134 5,272 44,526

後期高齢者医療療養給付費負担金 545,613 34,434 511,179

小　計 2,087,492 300,009 0 0 186,674 1,600,809

子ども医療費事業 238,126 33,602 11,700 500 8,303 184,021

母子保健事業 63,077 16,875 1,200 1,639 43,363

健康増進事業 64,525 6,339 7,775 1,976 48,435

感染症予防事業 131,430 4,324 4,022 8,604 114,480

小　計 497,158 61,140 11,700 13,497 20,522 390,299

6,487,395 2,274,307 38,800 99,376 546,000 3,528,912

消費税率引上げの趣旨は、今後も増加が見込まれる社会保障費の財源確保にあります。
このため、増税前の平成25年度決算額に比し、増額となる社会保障費に対して地方消費税交付金の税率引上げ分を充当していま
す。
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合　計

地方消費税交付金 1,001,000 546,000

※税率引上げ分：予算額1,001,000千円×12／22＝546,000千円

事業名 予算額

財源内訳

特定財源 一般財源

令和５年度当初予算

地方消費税交付金の使途について（消費税率引上げ分）

費目 予算額 税率引上げ分


